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令和３年横審第３０号 

裁    決 

モーターボートＡ定置網損傷事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官熊谷貴樹出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年１１月３日１３時５０分 

 千葉県保田漁港西方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 モーターボートＡ 

  総 ト ン 数 ９.７トン 

  登 録 長 ９.４０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ４７０キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、船体中央の船室上部に操船用のフライングブリッジを設け、

フライングブリッジ内の前部左舷側からＧＰＳプロッター、レーダー、

中央に操舵輪、その両側にクラッチとスロットル、操舵輪後方に椅子

がそれぞれ設置されたＦＲＰ製モーターボートで、ａ受審人が単独で

乗り組み、知人等３人を乗せ、遊走の目的で、船首０.７メートル船

尾１.２メートルの喫水をもって、令和２年１１月３日１３時３０分

保田漁港を発し、千葉県富浦漁港に向かった。 

  ところで、保田漁港西方沖合には、平成３０年９月１日から令和５

年８月３１日までの間、鋸南町保田漁業協同組合が千葉県知事から免

許を受けた免許番号定第２号と称する定置漁業の漁場区域が、北緯３５

度０８分０８.４６２４秒及び東経１３９度４９分４８.１６７２秒、

北緯３５度０８分０４.０４８２秒及び東経１３９度４８分５７.０９３３

秒、北緯３５度０７分４７.６５５６秒及び東経１３９度４８分

５９.００２９秒、北緯３５度０７分５７.１６６４秒及び東経１３９

度４９分４９.６１２９秒の各点を順次結ぶ線よって囲まれた区域に

設定されており、同漁場区域内には、定置網漁業の定置網（以下「第

２号定置網」という。）が敷設され、赤色と黄色の点滅灯が同定置網

の北西部及び南西部にそれぞれ設置され、さらに同定置網の親綱に浮

きが取り付けられており、その敷設位置が視認できるようになってい

た。 

  発航に先立ち、ａ受審人は、これまで保田漁港に北西方から１０回

程度の入航経験があり、同漁港の西方に第２号定置網が敷設されてい

ることを知っていたものの、その詳細までは承知していなかったが、

同定置網に近づかないので第２号定置網の詳細を調べなくても大丈夫

と思い、海上保安庁のホームページ等で同定置網の情報を得るなど、
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水路調査を十分に行わなかった。 

  ａ受審人は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させてフライン

グブリッジ内の操舵輪後方に立って操船し、千葉県平島南方沖合を航

過後、西方に向首したところ船首方にヨットが存在したことから、１３

時４９分僅か前保田港防波堤灯台から２８５度（真方位、以下同じ。）

１,２６０メートルの地点で、針路を２１５度に定め、１８.０ノット

の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって進行した。 

  ａ受審人は、定針したとき、第２号定置網まで５７０メートルとな

り、その後、同定置網に向首進行する状況であったものの、右舷船首

方から差し込む太陽光で前方を十分確認することができず、１３時５０

分僅か前、船首至近に第２号定置網の浮きを認め、機関を停止したも

のの、及ばず、１３時５０分保田港防波堤灯台から２６５度１,５５０

メートルの地点において、Ａは、原針路のまま、僅かな前進行きあし

となったとき、同定置網に乗り入れた。 

  当時、天候は晴れで風力１の西北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期

に当たり、視界は良好であった。 

  その結果、プロペラに修理不要の擦過傷を、第２号定置網は親綱に

擦過傷をそれぞれ生じ、後に定置網は修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件定置網損傷は、富浦漁港に向けて保田漁港を発航するにあたり、

水路調査が不十分で、第２号定置網に向首進行したことによって発生し

たものである。 

 ａ受審人は、富浦漁港に向けて保田漁港を発航する場合、第２号定置

網の詳細な位置を知らなかったのだから、同定置網に乗り入れないよう、

海上保安庁のホームページ等で第２号定置網の情報を得るなど、水路調



- 4 - 

査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同定置網に

近づかないので第２号定置網の詳細を調べなくても大丈夫と思い、水路

調査を十分に行わなかった職務上の過失により、同定置網に向首進行し

ていることに気づかず、第２号定置網に乗り入れる事態を招き、プロペ

ラ及び同定置網に損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年５月３１日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  大  北  直  明 


